
札幌市給水設備の構造及び維持管理等に関する指導要綱取扱要領（新旧対照表） 

改正前 改正後 備考 

第８条関係～第１４条関係 （省略） 

 

 

附則関係 （省略） 

 

 

附 則 （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１ （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８条関係～第１４条関係 （現行のとおり） 

 

 

附則関係 （現行のとおり） 

 

 

附 則 （現行のとおり） 

   附 則 

１ この要領は、令和３年４月２７日から施行する。 

２ この要領による改正前の札幌市給水設備の構造及び

維持管理等に関する指導要綱取扱要領の規定に基づき作

成された申請書等の用紙でこの要領の施行の際現に印刷

済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用するこ

とができる。 

 

 

様式１ （現行のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正前 改正後 備考 

様式２ 

 

 

様式３～様式５ （現行のとおり） 

 

様式２ 

 

 

様式３～様式５ （現行のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

押印の廃止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正前 改正後 備考 

様式６ 

 

 

 

 

 

 

様式６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

押印の廃止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正前 改正後 備考 

様式７ 

 

 

様式７ 

 

 

 

 

 

 

 

押印の廃止 

 


